
令和8年度仙台市結婚支援イベント企画・運営業務委託に係る質問に対する回答書

番号 日付 質問内容 質問に対する回答

1 5月14日 募集要項を拝見いたしましたが、仙台市の競争入札参加資格登録の要否について明記が見

当たらなかったため、確認させていただきたく存じます。本プロポーザルへの参加にあた

り、同資格登録は不要との認識で差し支えないでしょうか。

本業務は、その性質および目的の観点から広く提案を求める必要があるため、仙台市一般競争

入札参加資格者名簿への登録は要件としておりません。

ただし、募集要項３に記載の参加要件については、すべて満たしていただく必要がありますの

で、ご留意ください。

2 5月15日 ・参加者の確認書類について

受付時に「写真付き本人確認書類及び独身証明書等」を提示させるとありますが、独身証

明書“等”に含まれる書類の範囲をご教示ください。また、独身証明書の提出・提示は必須

でしょうか。申込時の確認でも可でしょうか。

基本的には独身証明書の提示を想定していますが、各事業者において、これまでに実施した同

様のイベントにおける運用実績等に基づき、独身であることを確認するための方法や書類があ

る場合には、それらの活用も可とする趣旨で「等」と記載しております。

なお、独身証明書の提出・提示は必須としておりません。ただし、参加者の安全性及び安心感

の確保のため、既婚者や不誠実な参加者の混入を防ぐための工夫を講じてください。受付時に

おける本人確認は必須としますが、確認のタイミングについては、申込時に実施いただくこと

も可とします。
3 5月15日 ・参加費・飲食費の扱い

参加料は無料とありますが、軽食代等は実費相当分を徴収可能とのことですが、軽食・飲

料・体験コンテンツ費を参加者負担とする場合の上限や、仙台市様として望ましい金額感

はありますでしょうか。また、参加費徴収時の決済・返金対応は受託者対

応で問題ないでしょうか。

企画内容に応じて金額が変動することが想定されるため、現時点で一律の上限額は設けており

ませんが、行政が主催する事業であることを踏まえ、参加者に過度な負担とならない適切な金

額を設定してください。

後段については、ご認識のとおりで差し支えありません。

4 5月15日 ・広告掲出費について

ポスターは仙台市営地下鉄南北線のイベントボードに2週間程度掲出とありますが、掲出

枠の費用、申請費、作業費等は全て委託料に含める認識でよろしいでしょうか。また、掲

出枠の確保について、市側で調整済みの枠はありますでしょうか。

前段につきましては、委託料に含まれるものとしてご認識いただいて差し支えありません。

後段につきましては、本市において調整済みの枠はないため、掲出枠の確保も含めて受託者に

おいて対応いただきます。

5 5月15日 ・チラシ・ポスターの配布範囲

チラシ1,000部・ポスター100部について、発注者指定場所への配布とありますが、配布

先の数・エリア・配送方法をご教示ください。郵送・宅配・持参等により費用が変動する

ため、見積算定の前提として確認したく存じます。

配布先としては、市民利用施設（公共施設）のほか、仙台市内の企業、シェアオフィス、

ショッピングモール等を想定しています。配布先の具体的な箇所数や内訳等については、受託

後に発注者と協議のうえ決定することとしています。なお、市内企業への配布にあたっては、

一定の基準（例：従業員数や事業規模等）を設定したうえで対象を抽出し、送付いただくこと

を想定しています。

配送方法（郵送・宅配・持参等）については特段の指定はありませんが、円滑かつ確実に配布

できる方法をご提案ください。

なお、これらの条件を踏まえたうえで、配布先及び実施方法等についてご提案いただきますよ

うお願いします。
6 5月15日 ・スタッフの人数について

運営スタッフ等について「20名程度」とありますが、これは必須人数でしょうか、また

は安全・円滑な運営に必要な人数を提案する趣旨でしょうか。イベントに応じて適正人数

を提案する形でも問題がないかご教示いただけますと幸いです。

必須の人数ではありません。各事業者において、これまでに実施した同様のイベントにおける

運用実績等に基づき、適切な人数を設定いただいて構いません。イベント規模等を踏まえ、適

切な人員体制についてご提案ください。

ただし、参加者が円滑に交流できる環境を確保するとともに、個々の参加者の状況に適切に対

応できる体制とし、特に、交流に消極的な参加者へのフォローや、トラブルの未然防止等の観

点から、十分な人数を確保していただきますようお願いします。

7 5月15日 ・講師・有名人等の費用範囲

交流イベントでは有名人招待等の例示がありますが、有名人・ゲスト・講師等の起用は必

須ではなく、若者への訴求力がある企画であれば代替可能という認識でよろしいでしょう

か。

ご認識のとおりで差し支えありません。

8 5月15日 ・保険の補償範囲

参加者の事故に備え保険加入とありますが、求められる保険種別・補償金額・対象範囲の

指定はありますでしょうか。

例：傷害保険、施設賠償責任保険、イベント保険等。

特段の指定はありませんが、イベントの中止や、プログラム実施中における参加者の事故等に

適切に対応できるよう、必要な保険に加入していただく必要があります。

9 5月15日 ・カップル成立数の定義

本業務における「カップル成立数」の定義は、相互マッチング数、連絡先交換数、イベン

ト後の交際意向数のいずれを想定されていますでしょうか。

相互のマッチング数を基本的な定義として想定しています。なお、連絡先交換数やイベントで

の交際意向数等は、可能な限り把握したいと考えており、効果的に把握する手法があればご提

案ください。


